
事 務 連 絡

平成 19年 7月 23日

各都道府県介護保険主管課 (室)御 中

厚生労働省老健局計 画  課

振 興  課

老人保健課

国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法

律 (平成19年法律第110号)に おける介護保険法の一部改正について

今般、国民年金事業等の運営の改善を図る観点から、社会保険に密接に関わる事

業者である介護サービス事業者の社会保険料等の自主的な納付を促進する仕組み と

して、別紙のとお り、長期間にわたって自主的な納付がない場合には、当該事業者

等の指定等又は更新を認めないこととしたことについて、介護保険法の一部を改正

する「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律 (平

成19年法律第110号)」が平成19年7月 9日 付けで公布 されましたので、別添のとお

り送付いた します。
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厚生労働省老健局振興課法令係
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(別紙)

国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する

法律 (平成19年法律第HO号 )に おける介護保険法の一部改正の概要

1 改 正の概要

国民年金事業等の運営の改善のため、社会保険に密接に関わる事

業者等 (保険医療機関 ・保険薬局 ・指定訪問看護事業者、介護サー

ビス事業者及び社会保険労務士)に よる社会保険料等の 自主的な納

付を促進する仕組み として、長期間にわたつて自主的な納付がない

場合には、当該事業者等の指定等又は更新を認めないこととするも

の 。

2 具 体的な改正内容

介護保険法における介護サービス事業者の指定及び許可の欠格事

由として、指定等の申請者等が社会保険料等について、当該申請を

した日の前 日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日か

ら正当な理由なく二月以上の期間にわた り、当該処分を受けた日以

降に納付期限の到来 した社会保険料等のすべてを引き続き滞納 して

いることを追加すること等としたもの。

(介護保険法第 70条 第 2項 等)

3 施 行 日

平成 21年 4月 1日 (一部については平成 24年 4月 1日 )



平成 19年 7月 6日  金 曜日 官 報 (号外第 147号 )

型
．騨

．糎
諾

〔法

　

律
）

○
拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人

権
侵
害
問
題
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
一
〇
六
）

○
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

（
一
〇
七
）

○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

（
一
〇
八
）

○
日
本
年
金
機
構
法

（
一
〇
九
）

○
国
民
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め

の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

２

一
〇
）

○
厚
生
午
金
保
険
の
保
険
綸
付
及
び
国
民
年

金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す

る
法
律

（
一
一
一
）

○
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅

の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
２

一
一
》

〔，以
　
　
　
　
〈
「
〕

〇
海
洋
基
本
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

公
一〇

一
）

○
総
合
海
洋
政
策
本
部
令

（二
〇
一
し

〇
海
洋
構
築
物
等
に
係
る
安
全
水
域
の
設
定

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る

政
令

全
一〇
一３

０
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令

（二
〇
四
）

(号  外 )
独立― 口…

四
二

五
三

○

０
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律

を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

今
一〇
五
）

Ｏ
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年

金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令

（二
〇
六
）

〔坐
「
　
　
　
〈
つ
〕

０
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年

金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

（厚
生
労
働
九
四
）

○
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

（同
九
五
）

奎吾ニ
バ >

○

署
粥
本
号
で
公
布
さ
れ
た
欄
瀾
圏

へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（法
律
第

一
０
六
号
Ｘ
外
務
省
）

１
　
政
府
は
、
そ
の
施
策
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
拉
致

問
題
の
解
決
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
状

況
の
改
善
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
スヽ

十
分
に
留
意

す
る
と
と
も
に
、
外
国
政
府
及
び
国
際
連
△ヽ

国
際
開

発
金
融
機
関
等
の
国
際
機
関
に
対
す
る
適
切
な
働
き
か

け
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（第
七
条

関
係
）

２
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

一
〇
七
号
Ｘ
総
務
省
）

１
　
資
金
管
理
団
体
に
よ
る
不
動
産
の
取
得
写
の
制
限

資
金
管
理
団
体
は
、
土
地
若
し
く
は
建
物
の
所
有
権

又
は
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
若
し
く
は
土

地
の
賃
偕
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
と
し
た
。
（第

一
九
条
の
二
の
二
関
係
）

２
　
資
金
管
理
団
体
に
よ
る
人
件
資
以
外
の
経
常
経
費
に

つ
い
て
の
収
支
報
告
書
へ
の
明
細
の
記
載
及
び
領
収
書

等
の
写
し
の
添
付
の
義
務
付
け

資
金
管
理
団
体
は
、
経
常
経
費
の
う
ち
光
熱
水
費
、

備
品
・
消
耗
品
費
及
び
事
務
所
費
の
一
件
当
た
り
五
万

円
以
上
の
支
出
に
つ
い
て
、
収
支
報
告
書
に
、
支
出
を

受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
支
出
の
目

的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
し
、
収
支
報
告
書
の
提
出
の
際
に
、
領
収
書
等

の
写
し
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

し
た
。
（第

一
九
条
の
五
の
二
関
係
）

３
　
旅
行
期
日
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

日
　
１
に
よ
る
改
正
後
の
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定

は
、
―
の
施
行
前
か
ら
引
き
続
き
所
有
し
て
い
る
不

動
産

（こ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
不
動
産
を
含
む
。）

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
な
お
、

当
該
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
用
途
そ
の
他
の
個
々
の

利
用
の
現
況
を
収
支
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

国
　
２
に
よ
る
改
正
後
の
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定

告
書
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

日
　
こ
の
法
律
は
、　
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
〇

年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（法
律
第

一
〇
八
号
Ｘ
内
目
官
房
）

一　
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
関
係

１
　
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー

内
閣
府
に
、
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
を
置
き
、

内
閣
総
理
大
臣
か
ら
事
務
の
委
任
を
受
け
て
、
職
員

の
離
戦
に
際
し
て
の
離
職
後
の
就
職
の
援
助
及
び
官

日
　
内
閣
府
に
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
を
置
き
、

職
後
の
就
職
に
関
す
る
規
制
に
係
る
調
査
や
当
該

規
制
の
適
用
除
外
に
係
る
承
認
等
の
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
も
の
と
し
た
。
（第

一
八
条
の
二
、
第

一
八

条
の
四
及
び
第

一
〇
六
条
の
五
関
係
）

０
　
一壺
肛
職
等
監
視
委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
委
員

四
人
を
も
っ
て
組
織
し
、
委
員
長
及
び
委
員
は
、

役
職
員

（検
察
官
等
を
除
く
。
）と
し
て
の
前
歴
を

有
し
な
い
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得

て
、
内
閣
絵
理
大
臣
が
任
命
す
る
も
の
と
し
た
。

（第

一
〇
六
条
の
七
及
び
第

一
〇
六
条
の
八
関
係
）

］
　
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
再
就
職
等
監
察
官
を

置
き
、
離
職
後
の
就
職
に
関
す
る
規
制
に
係
る
調
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生
年
金
保
険
、
菫
民
年
金
等
の
被
保
険
者
に
係
る
届
出

に
関
す
る
事
務
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。
（勝
表
第

一

関
係
）

エハ
　
労
働
保
険
の
保
険
料
の
薇
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
関
係

労
働
保
険
料
の
概
算
保
険
料
の
申
告
納
付
期
限
を
当

該
保
険
年
度
の
六
月

一
日
か
ら
饗
０
日
以
内
と
し
、
確

厚
生
年
金
保
険
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、

定
保
険
料
の
申
告
納
付
期
限
を
次
の
保
険
年
度
の
六
月

一
日
か
ら
四
〇
日
以
内
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（第
一
五

受
給
権
者
の
死
亡
の
届
出
義
務
者
は
そ
の
旨
を
厚
生

労
働
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
し

た
，
（第
九
八
条
関
係
）

〓
一　
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
露
係

保
険
料
を
国
民
年
金
事
業
及
び
厚
生
年
金
保
険
事
業

の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
こ
と
が
で
き

l

欝
政
府
は
、
魔
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法

律
に
よ
る
改
正
後
の
置
民
年
金
法
等
の
規
定
に
基
づ

く
。）又
は
国
民
年
金
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
主

（当
該
世
常
に
属
す
る
国
民
年
金
の
被
保
険
者
に
係
る

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
連
帯
納
付
義
務
を
負
う
者

を
含
み
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
撃
生
労
働
省
令
で
定
め

る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
、
そ
の
旨
を
通
知
し

た
者
に
饉
る
。）等
の
被
保
険
者
証
に
つ
い
て
は
、
特
別

の
有
効
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

（第
九
条
関
係
）

五
　
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
関
係

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
住
民
粟
の
記
載
等
に
係

◇
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に

係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（法
律
第

一
一
一

る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
社

会
保
険
庁
の
事
務
と
し
て
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
、
摩

ｎ
　
任
意
加
入
の
中
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
口
座

振
替
納
付
を
希
望
す
る
旨
又
は
日
座
振
督
総
付
に
よ

ら
な
い
正
当
な
事
由
が
あ
る
旨
の
申
出
を
社
会
保
険

庁
長
官
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。
（晴
則
第
五
条
関
係
）

厚
生
年
金
保
険
法
の
一
部
改
正
関
係

１
　
福
祉
施
設
規
定
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、政
府
は
、

厚
生
年
金
保
険
に
関
し
、
教
育
及
び
広
報
等
の
事
業

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（第
七
九
条
関

係
）

２
・　
被
保
険
者
に
関
す
る
原
簿
の
記
録
事
項
に
基
礎
年

金
番
号
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。
（第
二
八
条
関

係
）

３
　
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
票
の
記
載
等
に
係
る
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
受
給
権

者
の
死
亡
に
つ
い
て
、
戸
籍
法
の
規
定
に
よ
る
当
該

る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

た
。
（第

一
一
一
条
等
関
係
）

四
　
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
関
係

市
町
村
は
、
被
保
険
者
証
等
の
有
効
期
間
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保

険
の
保
険
料
等
を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
主

（市
町
村
が

被
保
険
者
証
の
返
選
を
求
め
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
除

な
さ
れ
た
上
で
裁
定

（裁
定
の
訂
正
を
含
む
。）
が
行
わ

れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
裁
定
に
よ
る
当
該
年
金

記
録
の
訂
正
に
係
る
受
給
権
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
る
年

金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
消
滅
時
効
が
完
成

し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
年
金
を
支
払
う
も
の
と
す
る

こ
と
と
し
た
。（第
一
条
関
係
）

一
一　
国
民
年
金
法
に
よ
る
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
国
民
年
金
の
受
給
権
者
又
は

受
給
権
者
で
あ
っ
た
者

（未
支
給
の
年
金
の
請
求
権
者

を
含
む
。）
に
つ
い
て
、
年
金
記
録
の
Ｆ
正
が
な
さ
れ
た

上
で
裁
定

〈裁
定
の
訂
正
を
含
む
，）が
行
わ
れ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
裁
定
に
よ
る
当
該
年
金
記
録
の
訂

正
に
係
る
受
給
権
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
る
年
金
の
支
給

を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
場
合

に
お
い
て
も
、
年
金
を
支
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
と
し

た
。
（第
二
条
関
係
）

〓
一　
政
府
の
質
務

政
府
は
、
年
金
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
被
保
険
者
、

受
給
権
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
協
力
を
得
つ
つ
．
正
確

な
内
容
と
す
る
よ
う
万
全
の
措
置
を
講
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
と
し
た
。
（第
四
条
関
係
）

四
　
施
行
期
日
辱

‥
　
時
効
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置

一
及
び
二
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
自
前
に
年
金

記
録
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
訂
正

に
係
る
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
（附

則
第
二
条
関
係
）

２
　
厚
生
年
金
保
険
法
の
一
部
改
正
等

［
　
支
払
期
月
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
年
金
の
支
総
を

受
け
る
権
利
に
係
る
時
効
の
技
い
に
つ
い
て
は
、

会
計
法
第
二
一
条
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
援
用
を

要
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（附
制
第
二
条

関
係
）

口
　
い
は
、
こ
の
法
律
の
節
■^
の
日
後
の
受
給
権
者

に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
（隣
則
第
四
条

関
係
）

３
　
国
民
年
金
法
の
一
部
改
正
等

い
　
支
払
期
月
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
年
金
の
支
給
を

受
け
る
権
利
に
係
る
時
効
の
技
い
に
つ
い
て
は
、

会
計
法
第
二
一
条
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
援
用
を

要
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（附
則
第
五
条

関
係
）

く
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
所
要
の
措
置
を
誘
す
る
こ

と
と
し
た
。
（附
則
第
二
条
関
係
）

２
　
施
行
期
日

こ
の
法
綸
は
、　
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
〇

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

号
×
厚
生
労
働
奮
）

一　
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る
時
効
の

特
例社

会
保
険
庁
長
官
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
受
給
権
者

又
は
受
給
権
者
で
あ
っ
た
者

（未
支
給
の
保
険
給
付
の

請
求
権
者
を
含
む
。）
に
つ
い
て
、
年
金
記
録
の
訂
正
が

保
険
医
療
機
関
尋
の
指
定
の
欠
格
事
由
、
社
会
保
険

・労
務
士
の
登
録
拒
否
事
由
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
等
の
指
定
等
の
欠
格
事
由
に
、
病
院
等
の
開
籠
者

及
び
指
定
等
の
申
競
者
等
が
、
社
会
保
険
料
等
に
つ
い

て
、
当
該
中
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
滞
納
処
分
を

受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
一け
た
日
か
ら
正
当
な
理

由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受

け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
社
会
保
険
料
等
の

す
べ
て
を
争
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
こ
と
を
追
加
す
る

こ
と
等
と
し
た
。
（健
康
保
険
法
第
六
五
条
、
社
会
保
険

労
務
士
法
第

一
四
条
の
七
及
び
介
額
保
険
法
第
七
〇
条

０
　
日
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
後
の
受
給
権
者

に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
（躊
難
第
六
条

醸
な
０

４
　
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

◇
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（法
律
第

一
一
二
号
×
国
土
交
通
省
）

１
　
総
則

０
　
こ
の
法
律
は
、
住
生
活
基
本
法
の
基
本
理
念
に

の
っ
と
り
、
低
額
所
得
者
、
被
災
者
、
高
齢
者
、
障

害
者
、
子
ど
も
を
育
成
す
る
家
庭
そ
の
他
住
宅
の
確

保
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
者

（以
下

「住
宅
確
保
要

配
慮
省
」
と
い
う
。）
に
対
す
る
賃
貴
住
宅
の
供
給
の

促
進
を
回
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
向
上
と
社

会
楓
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ

と
と
し
た
。
（第

一
条
関
係
）

０
　

ご
の
法
律
に
お
い
て

「公
的
賃
貸
住
宅
」
と
は
、

公
営
住
宅
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
公
営
住
宅

そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
整
備
す
る
賃
貸
住
宅
等
を

い
い
、
「民
間
賃
貸
住
宅
」
と
は
、
公
的
質
貸
住
宅
以

外
の
質
貸
住
宅
を
い
う
こ
と
と
し
た
。
（第
二
条
関

６

２
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
資
務

鐵
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に

対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
を
図
る
た
め
．
必
要

な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
“
め́
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
し
た
。
（第
二
条
関
係
）

３
　
基
本
方
針

国
土
交
通
大
臣
は
、
住
宅
確
保
妻
配
慮
者
に
対
す
る

賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

（以
下

「基
本
方
針
」
と
い
う
。
）を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（第
四
条
関
６

４
　
公
的
質
黛
住
宅
の
供
給
の
促
進

［
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
所
得
の
状
況
、
心
身

の
状
桑

世
帯
構
成
等
の
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
事

情
を
勘
案
し
、
既
存
の
公
的
賃
貸
住
宅
の
有
効
活
用

を
図
り
つ
つ
、
公
的
費
貸
住
宅
の
適
切
な
供
給
の
促

進
に
関
し
必
要
な
施
策
を
誘
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（第
五
条
第

一
項
関
係
）
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第
石
九
十
九
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

，
一　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
六
十
二
条
第
二
項
第

一
号
又
は
第
八
十
八
条
第

一
項
の
指
定

に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
調
設
者
苦
し
く
は
管
理
者
又
は
申
請
者
の
社
会
保
険
料
の
納
付
状
況
に
つ
き
、

当
該
社
会
保
険
料
を
徴
収
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
書
類
の
間
寛
又
は
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（郵
政
会
社
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
国
家
公
称
員
共
済
組
合
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
政
会
社
等
が
保
険
医
療
機
関
、
保

険
薬
局
又
は
指
定
訪
間
雷́
護
事
業
者
の
指
定
の
申
諸
を
行
う
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
回
表
の
中
幅
に
掲
げ
る
字
旬
は
、そ
れ
ぞ
れ
日
表
の
下
欄
ｔ
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
七
十
条
第
二
瑣

蒙
肇
鵞
三

霧
摯撥
雛
堅
蔵
電

潮
電
の医努
篠
鮨
‥

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

（

鸞
嚇
議
驚
雛
響
ち簿
霜
繋

（社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
　
社
会
保
険
労
務
士
法

（昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
七
中
第
二
号
を
第
昭
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
一　
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）、健
康
保
険
法

（大
正

十

一
年
法
律
綸
七
十
号
）、船
員
保
険
法

（昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）．厚
生
年
金
保
険
法

（昭
和
二
十
九

年
法
律
第
百
十
二
号
）
、
国
民
健
康
保
険
法

（昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）、国
民
年
金
法

（昭
和
三
十

四
年
法
律
第
百
四
十

一
号
）、高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
又
は

税
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）

の
規
定

に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下

こ
の

び
第
二
十
九
条
に
お

い
て

「
保
険
料
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
五
の
規
定

に
よ
る
登
録

の
申
請
を

し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、

こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定

に
基
づ
く
滞
納
燿
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た

介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
綺
付
義
務
を
負
う
保
険
料

日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た

％
表
第

一
第
二
十
号
重
尺
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
と
を
削
り
、
同
菱
第
二
十

一
号
中
尺
大
正
十

一

保
険
料
の
す
べ
て

（当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
該
処
分
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
覇
を
負
う
こ
と
を
定
め

る
法
律
に
よ
つ
て
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
に
限
る
。）を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者

第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（資
料
の
提
供
）

第
二
十
九
条
　
連
合
会
は
、
第
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
保
険
料
の
納
付
状
況
に
つ
き
、
当
骸
保
険
料
を
徴
収
す
る
者
に
対
し
、

な
書
類
の
閲
覧
又
は
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

律
第
七
十
号
ご
を
削
り
、
同
表
第
二
十
二
号
中
只
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
＋
三
号
ご
を
削
り
、
同
表
第
一

只
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
ど
を
削
り
、
同
表
第

二
十
五
号
中
只
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
九
十
二
号
ご

を
削
り
　
同
表
第
二
十
六
号
中
沢
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十

一
号
ビ
を
割
り
、
同
表
第
二
十
号
中
「

（介
護
保
険
法
の

一

第
二
十
三
条
　
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「社
会
保
険
各
書
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
法
律
を
い
う
。

一　

こ
の
法
律

第
六
項
各
号

（第
四
号
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
法
律

厚
生
年
金
保
険
法

（昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
一３

国
民
年
金
法

（昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

一
号
）

当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
封
来
し
た
保
険
料
等
の
す
べ
て

（当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
、

処
分
に
係
る
保
険
料
等
の
燃
付
議
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
法
律
に
よ
っ
て
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
に
限

る
。
第
九
十
四
条
第
二
項
第
五
号
の
二
、
第
百
七
条
第
二
項
第
四
号
の
二
及
び
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
第
五

号
０
■
に
お
い
て
同
じ
。）を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
著
で
あ
る
と
き
。

第
七
十
条
第
二
項
第
六
号
中

「第
五
節
」
の
下
に

「及
び
第
二
百
三
条
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
七
十
七
条
第

一
項
第

一
号
中

「第
十
号
」
の
下
に

「（第
五
号
の
二
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き

を
除
く
。）」
を
、「第
十

一
号
」
の
下
に
只
第
五
号
の
二
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二
　
申
請
者
が
、
健
康
保
険
法
、
船
風
保
険
法
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
、
私
立
学
校
教
戦
員
共
済
法

又
は
厚
生
年
金
保
険
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金

（以
下
こ
の

号
、
第
七
十
九
条
第
二
項
第
四
号
の
二
、
第
百
十
五
条
の
十

一
第
二
項
策
五
号
の
二
及
び
第
百
十
五
条
の
二
十

第
二
項
第
四
号
の
二
に
お
い
て

「保
険
料
等
」
と
い
う
．）
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、

こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く

二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
す
べ
て

（当

該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
該
処
分
に
係
る
保
険
料
等
の
納
付
義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
法
律
に
よ
っ
て
納

付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
に
限
る
。
第
七
十
九
条
第
二
項
第
四
号
の
二
、
第
百
十
五
条
の
十

一
第
二
項
第
五
号

の
二
及
び
第
百
十
五
条
の
二
十
第
二
項
第
四
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る

と
き
。

第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
第
九
号
中
二
を
ホ
と
し
、　
ハ
を
二
と
し
、
口
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ
　
こ
の
法
律
、
船
員
保
険
法
、
国
民
健
康
保
険
法
又
は
国
民
年
金
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
付
義
務
を

負
う
保
険
料

（地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
ハ
、
第
七
十
九
条
第
二
項

第
八
号
ハ
、
第
八
十
六
条
第
二
項
第
七
号
ハ
、
第
一日
十
五
条
の
十

一
第
二
項
第
九
号
ハ
及
び
第
百
十
五
条
の

二
十
第
二
項
第
八
号
ハ
に
お
い
て

「保
険
料
等
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
目
の
前
日
ま
で

に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
藩
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理

由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
す

べ
て

（当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
該
処
分
に
係
る
保
険
料
等
の
納
付
義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
法
律

に
よ
つ
て
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
に
限
る
。
第
七
十
九
条
第
二
項
第
八
号
ハ
、
第
八
十
六
条
第
二
項
第

七
号
ハ
、
第
百
十
五
条
の
十

一
第
二
項
第
九
号
ハ
及
び
第
百
十
五
条
の
二
十
第
二
項
第
八
号
ハ
に
お
い
て
同

じ
。）
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者

第
七
十
八
条
の
九
第

一
号
中

「第
九
号
」
の
下
に
沢
ハ
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
を
除
く
。）
」
を
加
え
る
。

第
七
十
九
条
第
二
頂
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二
　
申
諸
者
が
、
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
納
付
義
務
を
定
め
た
法
律

の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
』互
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期

間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
す
べ
て
を
引
き
続
き
識
納
し

て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

四 三 二

第
七
十
条
第
二
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二
　
申
請
者
が
、
社
会
保
険
各
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金

（地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
醸
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
九
十
四
条
第
二
項
第
革
号
の
こ
、

第
百
七
条
第
二
項
第
四
号
の
二
、
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
第
五
号
の
二
及
び
第
二
百
三
条
第
二
項
に
お
い
て

，保
険
料
等
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
基
づ

く
経
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
彙
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
〓
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、



附
　
則

（施
行
期
日
）

第

一
条
　
一こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ

一　
第
一
条
、
第
六
条
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
並
び
に
附
則
第
二
十
三
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二

十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
　
公
布
の
日

六 五  四 三 二

第
二
条
の
規
定
　
平
成
二
十
年
二
月
二
十

一
日
ま
で
の
日
で
政
令
で
定
め
る
日

第
十
七
条
の
規
定
　
平
成
二
十
年
十
月

一
日

第
八
条
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二

条
　
第
十
六
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
　
平
成
二
十

一
年
四
月

一
日

第
四
条
及
び
第
九
条
の
規
定
　
日
本
年
金
機
構
法

（平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
の
施
行
の
日

第
五
条
及
び
第
十
条
並
び
に
附
則
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
　
平
成
二
十
三
年
四
月

一
日

147号 )平成 19年 7月 6日
・

金曜日

（検
討
）

第
二
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
こ
の
法
律

に
よ
り
改
正
さ
れ
た
国
民
年
金
猛̈
等
の
規
定
に
基
づ
く
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
職
す
る
も
の
と
す
る
。

（国
民
年
会
議
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

（次
条
並
び
に
附
則
第
五
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て

「施
行
日
」
と
い
う
。）前
に

国
民
年
金
法
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
者
に
つ
い
て
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
資
格
の
取

得
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（厚
生
年
金
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
ｇ

第
四
条
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
九
条
の
施
設
の
う
ち
、
施
行
日
に
お
い
て
現
に

政
府
が
運
営
又
は
管
理
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
ｔ
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
九

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
、
施
行
日
か
ら
日
本
年
金
機
構
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
当
該
施
設

の
運
営
又
は
管
理
を
引
き
続
き
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
　
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
の
予
算
か
ら
適

用
し
、
平
成
十
九
年
度
の
収
入
及
び
支
出
並
び
に
同
年
度
以
前
の
各
年
度
の
決
算
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
．

（健
康
保
険
法

の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
趣

第
七
条
　
第
二
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
第
六
十
五
条
及
び
第
八
十
九
条
並
び
に
附
則
第
九
条
の

盆

方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条
　
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
国
民
年
金
法

（昭
和
三
十
四
年
注
一律
第
百
四
十

一
号
）
の
項
中

「並
び
に
附
則
第
九
条
の
三
の
四
の
規

定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務

（当
該
事
務
に
あ
つ
て
は
、
平
成
十
七
年
二
月
二
十

一
日
ま
で

の
間
に
限
る
。）」
を
削
る
。

（医
療
法
の
一
部
改
正
）

第
十

一
条
　
医
療
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第

一
項
第
八
号
中

「、
船
員
保
険
き

を

「及
び
船
員
保
険
法
」
に
改
め
、「及
び
厚
生
年
金
保
険
法

（昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
七
十
九
条
」
を
削
る
。

（医
療
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
施
行
日
か
ら
日
本
年
金
機
構
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
医
療
法
第
ｔ
条
の
二
第

一
項
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
中

「の
施
設
」
と
あ
る
の
は
、「
の
施
設
並

び
に
国
民
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
九
年
法
律
第

百
十
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
運
営
を
引
き
続
き
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
」
と
す
る
。

（私
立
学
校
教
聴
員
共
済
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

（昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十

一
項
中

「（昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
ご
を
削
る
。

（国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

（昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
０

「費
用
を
含
む
」
を

「費
用
並
び
に
組
合
０
事
務
に
要
す
る
費
用
を
含
０
」
に
改
め
、
同

項
第

一
号
中

「を
含
み
」
を

コ並
び
に
長
期
綸
付

（基
礎
年
金
拠
出
金
を
含
む
。）及
び
編
祉
事
業
に
係
る
３
務
以
外

の
事
務
に
要
す
る
費
用

（第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
に
係
る
も
の
並
び
に
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
適
用
す
る
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
負
担
に
係
る
も
の
を
除
く
。）を
含
み
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中

「を
含
み
」
を

「及
び
長
期
給
付

（基
礎
年
金
拠
出
金
を
含
む
。）に
係
る
事
務
正
要
す
る
費
用

（第

四
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
に
係
る
も
の
並
び
に
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
負
担
に
係
る
も
の
を
除
く
。）を
含
み
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
五
号
を
削

り
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

る
金
額
を
負
担
す
る
。

第
九
十
九
条
第
六
項
０

「第
二
項
」
の
下
に

「及
び
第
四
項
」
を
加
え
、「同
項
中
」
を

「第
二
項
中
」
に
、「と
あ

る
の
は
、」を

「と
あ
る
の
は
」
に
、
「と
し
て
、
同
項
」
を

っと
、
第
四
項
中

「国
は
毎
年
度
の
予
算
で
定
め
る
」
と

と
し
て
、
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中

「第
二
項
」
の
下
に

「及
び
第
四
項
」
を
加
え
、「同
項
中
」
を

「第

二
項
中
」
に
、「同
項
第
五
号
中

「国
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は

「特
定
独
立
行
政
法
人
の
負
担
金
」
と
し
て
、同
項
」

を

「第
四
項
中

「国
は
毎
年
度
の
予
算
で
定
め
る
」
と
あ
る
の
は

「特
定
独
立
行
政
法
人
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
特
定
独
立
行
政
法
人
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
」
に
改
あ
る
。

第
百
三
条
第

一
項
中

「厚
合
を
含
む
。）」
の
下
に

「及
び
第
四
項

（同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中

「第
五
号
」
を

「第
四
号
」
に
、
「
（同
号
に
掲
げ

る
」
を

「及
び
同
条
第
四
項

（同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
費
用

〈同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る

こ
と
と
な
る
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
四
条
の
三
中

「第
九
十
九
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を

「第
九
十
九
条
第

一
項
第

一
号
及
び
第
二

号
中

「特
定
独
立
行
政
法
人
の
負
担
に
係
る
も
の
」
と
あ
る
の
は

「特
定
独
立
行
政
法
人
の
負
担
に
係
る
も
の

（第

百
二
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
競
み
替
え
ら
れ
た
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
及
び
国
立
大
学
法
人
等
の
負
担
に
係
る
も
の
を
合

む
。）」
と
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

（国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

４
　
組
合
の
事
務

（福
祉
事
業
に
係
る
事
務
を
除
く
。）
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
民
は
毎
年
度
の
予
算
で
定
め

第
五
条
　
施
行
日
前
に
国
民
午
筆
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十

一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
者
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第

一
項
の
申
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
者
に
つ
い
て
の
国
民
年
金
の
機
保
険
者
の
資
格
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

あ
る
の
は
「特
定
独
立
行
政
法
人
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
定
独
立
行
政
法
人
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
一

（特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
隧
）

規
定
は
　
第
二
十

一
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
務
納
処
分
に
つ
い
て
は
、

（社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
堀
ニ
ー
ニ
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
保
険
労
務
士
法
第
十
四
条
の
と
の
規
定
は
、
第
二
十
二
条
の
規

定
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
滞
納
処
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
　
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
第
七
十
条
、
第
七
十
八
条
の
二
、
第
七
十
九
条
、
第
八

十
六
条
、
第
九
十

四
条
、
第
百
七
条
、
第
百
十
五
条
の
二
、
第
百
十
五
条
の
十

一
及
び
第
百
十
五
条
の
二
十
並
び
に

附
則
第
八
条
の
規
定
は
、
第

二
十
三
条

の
規
定
の
施
行
の
自
前
に
受
け
た
滞
納
処
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。


